
議案第52号 

朝来市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定について 

朝来市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和８年６月16日提出 

朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱（平成４年兵庫県要綱）及び兵庫県母子家庭等

医療費給付事業実施要綱（平成４年兵庫県要綱）が改正され、他の公費負担医療との

併用が可能になることに伴い、所要の条例整備をしようとするものです。 

 



朝来市条例第 号 

朝来市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

朝来市福祉医療費助成条例（平成17年朝来市条例第135号）の一部を次のように改正する。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1)～(13)（略） (1)～(13)（略） 

(14)「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から

次に掲げる額を控除した額をいう。 

(14)「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から

医療保険各法の規定により医療の給付を行う者（以下「保険者」

という。）が負担すべき額（保険者の規約、定款、運営規則等

により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給

付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給

又は給付を含む。）を控除した額（医療保険各法以外の法令、

条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体（保険者た

る地方公共団体を除く。）又は独立行政法人の負担において医

療に関する給付が行われないときに限る。）をいう。ただし、

乳幼児等に係るものを除く。 

ア 医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの（以下

「保険者」という。）が負担すべき額（保険者の規約、定款、

運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せ

て当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合に

おける当該支給又は給付の額を含む。） 

 



イ 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定によ

り国、地方公共団体（保険者たる地方公共団体を除く。）又

は独立行政法人の負担において行われる医療に関する給付

の額 

 

(15)（略） (15)（略） 

(16)「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度

（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間

にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定による市町村民税（同法第328条の規定によって課する

所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。）で

あり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療

保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給

付が行われた月が４月から６月までの間にあっては、前年度）

分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法（昭

和40年法律第33号）第２条第１項第22号に規定する各種所得の

金額（同法第35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける

者については、同条第４項中「次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める金額」とあるのは「82万6,500円」とし

て同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額

に同法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合

(16)「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度

（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間

にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定による市町村民税（同法第328条の規定によって課する

所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。）で

あり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療

保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給

付が行われた月が４月から６月までの間にあっては、前年度）

分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法（昭

和40年法律第33号）第２条第１項第22号に規定する各種所得の

金額（同法第35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける

者については、同条第４項中「次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万９千円」として

同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に

同法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に



においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によ

って計算した金額から10万円を控除して得た金額（当該金額が

０を下回る場合には、０とする。）によるものとする。）並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

おいては、当該給与所得については、同条第２項の規定によっ

て計算した金額から10万円を控除して得た金額（当該金額が０

を下回る場合には、０とする。）によるものとする。）並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

(17)「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の

給付が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行

われた月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とす

る。以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第35条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同

じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年

の合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合

計所得金額（所得税法第28条第１項に規定する給与所得を有す

る者については、当該給与所得は、同条第２項の規定により計

算した金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の

３の11第２項の規定による控除が行われている場合には、その

控除前の金額）から10万円を控除して得た額（当該額が０を下

回る場合には、０とする。）によるものとし、所得税法第35条

第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当

該合計所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た

額とする。）をいい、当該合計所得金額が０を下回る場合には、

０とする。以下同じ。）の合計額が82万6,500円以下である者

をいう。 

(17)「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の

給付が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行

われた月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とす

る。以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第35条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同

じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年

の合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合

計所得金額（所得税法第28条第１項に規定する給与所得を有す

る者については、当該給与所得は、同条第２項の規定により計

算した金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の

３の11第２項の規定による控除が行われている場合には、その

控除前の金額）から10万円を控除して得た額（当該額が０を下

回る場合には、０とする。）によるものとし、所得税法第35条

第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当

該合計所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た

額とする。）をいい、当該合計所得金額が０を下回る場合には、

０とする。以下同じ。）の合計額が80万９千円以下である者を

いう。 

（福祉医療費の支給対象者） （福祉医療費の支給対象者） 



第３条 （略） 

区分 要件 

高齢期移行者 区分Ⅰ 高齢期移行者が次の要件を全て備えて

いること。 

１ 医療保険各法の給付が行われた月

の属する年の前年（医療保険各法の

給付が行われた月が１月から６月ま

での場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入

金額（所得税法第35条第２項第１号

に規定する公的年金等の収入金額を

いう。）及び医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が826,500円以下

であること。 

２ （略） 
   

 区分Ⅱ 高齢期移行者が次の要件を全て備えて

いること。 

１ （略） 

２ 医療保険各法の給付が行われた月

の属する年の前年（医療保険各法の

給付が行われた月が１月から６月ま

での場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入

第３条 （略） 

区分 要件 

高齢期移行者 区分Ⅰ 高齢期移行者が次の要件を全て備えて

いること。 

１ 医療保険各法の給付が行われた月

の属する年の前年（医療保険各法の

給付が行われた月が１月から６月ま

での場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入

金額（所得税法第35条第２項第１号

に規定する公的年金等の収入金額を

いう。）及び医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が80万９千円以下

であること。 

２ （略） 
   

 区分Ⅱ 高齢期移行者が次の要件を全て備えて

いること。 

１ （略） 

２ 医療保険各法の給付が行われた月

の属する年の前年（医療保険各法の

給付が行われた月が１月から６月ま

での場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入



金額（所得税法第35条第２項第１号

に規定する公的年金等の収入金額を

いう。）及び医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が826,500円以下

であること。 

３・４ （略） 
   

重度障害者  重度障害者及び配偶者（婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）

並びに重度障害者の民法（明治29年法律第89号）

第877条第１項に定める扶養義務者でその重度障

害者の生計を維持する者について医療保険各法の

給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の

給付が行われた月が４月から６月までの場合にあ

っては、前年度）分の地方税法の規定による市町

村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得

割（同法第328条の規定によって課する所得割を除

く。）の額（同法附則第５条の４第５項その他内閣

府令・厚生労働省で定める規定による控除をされ

るべき金額があるときは、当該金額を加算した額

とする。）の合計額が235,000円未満であること。 

 

（略） （略） 
 

金額（所得税法第35条第２項第１号

に規定する公的年金等の収入金額を

いう。）及び医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が80万９千円以下

であること。 

３・４ （略） 
   

重度障害者  重度障害者及び配偶者（婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）

並びに重度障害者の民法（明治29年法律第89号）

第877条第１項に定める扶養義務者でその重度障

害者の生計を維持する者について医療保険各法の

給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の

給付が行われた月が４月から６月までの場合にあ

っては、前年度）分の地方税法の規定による市町

村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得

割（同法第328条の規定によって課する所得割を除

く。）の額（同法第314条の７、同法附則第５条の

４第６項、同法附則第５条の４の２第５項及び同

法附則第７条の２第４項の規定による控除をされ

るべき金額があるときは、当該金額を加算した額

とする。）の合計額が23万５千円未満であること。 

（略） （略） 
 

２（略） ２（略） 



（福祉医療費の支給） （福祉医療費の支給） 

第４条 高齢期移行者、重度障害者又は乳幼児等若しくは母子家庭

の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病

又は負傷について、規則で定める手続に従い、次に掲げる額を福

祉医療費として支給する。 

第４条 高齢期移行者、重度障害者又は乳幼児等若しくは母子家庭

の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病

又は負傷について、規則で定める手続に従い、次に掲げる額を福

祉医療費として支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 重度障害者の福祉医療費は、当該者の疾病（重度精神障害者

の精神疾患による疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第58条に

規定する自立支援医療費（同法施行令（平成18年政令第10号）

第１条の２第３号に規定する精神通院医療に限る。）の支給を

受けられる場合に限る。）又は負傷について医療保険各法の給

付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額か

ら次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。 

(3) 重度障害者の福祉医療費は、当該者の疾病（重度精神障害者

は、精神疾患による疾病を除く。）又は負傷について医療保険

各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当

する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とす

る。 

ア （略） ア （略） 

イ 入院療養である場合   イ 入院療養である場合 

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の

算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する

額（保険医療機関等で連続して３か月を超えて入院した場合

にあっては、当該３か月を超える期間に係るものを除く。）。

ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等におい

ては2,400円（低所得者である場合には、1,600円）を限度と

する。 

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の

算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する

額（保険医療機関等で連続して３箇月を超えて入院した場合

にあっては、当該３箇月を超える期間に係るものを除く。）。

ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等におい

ては2,400円（低所得者である場合には、1,600円）を限度と

する。 



(4) （略） (4) （略） 

(5) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並び

に遺児の福祉医療費は、当該者の疾病又は負傷について医療保

険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相

当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額と

する。 

(5) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並び

に遺児の福祉医療費は、当該者の疾病又は負傷について医療保

険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相

当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額と

する。 

ア （略） ア （略） 

イ 入院療養である場合 

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の

算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する

額（保険医療機関等で連続して３か月を超えて入院した場合

にあっては、当該３か月を超える期間に係るものを除く。）。

ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等におい

ては3,200円（低所得者である場合には、1,600円）を限度と

する。 

イ 入院療養である場合 

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の

算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する

額（保険医療機関等で連続して３箇月を超えて入院した場合

にあっては、当該３箇月を超える期間に係るものを除く。）。

ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等におい

ては3,200円（低所得者である場合には、1,600円）を限度と

する。 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第３条表中の改正規定（「（同法第314条の７、同法附則第５条の４第６項、

同法附則第５条の４の２第５項及び同法附則第７条の２第４項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した

額とする。）の合計額」を「（同法附則第５条の４第５項その他内閣府令・厚生労働省で定める規定による控除をされるべき金額がある

ときは、当該金額を加算した額とする。）の合計額」に改める部分に限る。）は、令和８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費条例の規定にかかわらず、なお



従前の例による。 


